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１ 専決処分の報告について（損害賠償の額について） 

 

 ⑴ 専決処分の内容 

   令和７年４月２２日函館市石川町８５番１号函館蔦屋書店敷地内で発生し

た公用車物損事故による損害賠償の額を令和７年７月２９日地方自治法第 

１８０条第１項の規定により，次のとおり専決した。 

  

 ⑵ 損害賠償の額 

   ５５，０００円 

  

 ⑶ 損害賠償の相手方 

   函館市内に住所を有する会社 

 

 ⑷ 専決処分の報告 

   地方自治法第１８０条第２項の規定により，令和７年第３回市議会定例会

に専決処分をした旨を報告する。 


